取　扱　機　種　仕　様　書

	製 品 名（製 造 元）
	

	品　　　　番
	

	設　置　タ　イ　プ
	

	浄　化　能　力
	（Ｌ/時間）

	タ　ン　ク　容　量
	（Ｌ）

	保　証　期　間
	（年）

	耐　用　年　数（注１）
	（年）

	浄　水　器　設　置　費　用（注２）
	（円）

	浄水器本体納入（予定）価格（注３）
（前処理及びメンブレンフィルター含む）
	（円）

	前処理フィルター
（１本目）
	納入（予定）価格（注３）
	（円）

	
	交　換　工　賃
	（円）

	
	交　換　頻　度
	（年）

	前処理フィルター
（２本目）
	納入（予定）価格（注３）
	（円）

	
	交　換　工　賃
	（円）

	
	交　換　頻　度
	（年）

	メンブレンフィルター
	納入（予定）価格（注３）
	（円）

	
	交　換　工　賃
	（円）

	
	交　換　頻　度
	（年）

	後処理フィルター
	納入（予定）価格（注３）
	（円）

	
	交　換　工　賃
	（円）

	
	交　換　頻　度
	（年）

	前処理フィルター及びメンブレンフィルター同時交換時の交換工賃
	（円）

	細菌が発生・繁殖した場合の対処法について
	

	浄水器設置時における汚染物質の除去（水質基準適合状況）の確認方法
	



	





項目
	除去率 (注４)

	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
	(％)

	亜硝酸態窒素
	(％)

	六価クロム
	(％)

	砒素
	(％)

	ジクロロメタン
	(％)

	四塩化炭素
	(％)

	１,２－ジクロロエタン
	(％)

	１,１－ジクロロエチレン
	(％)

	シス－１,２－ジクロロエチレン及びトランス－１,２－ジクロロエチレン（１,２－ジクロロエチレン）
	(％)

	１,１,１－トリクロロエタン
	(％)

	１,１,２－トリクロロエタン
	(％)

	トリクロロエチレン
	(％)

	テトラクロロエチレン
	(％)

	１,３－ジクロロプロペン
	(％)

	水銀
	(％)

	アルキル水銀
	(％)

	ＰＣＢ
	(％)

	塩化ビニルモノマー
	(％)

	チウラム
	(％)

	シマジン
	(％)

	チオベンカルブ
	(％)

	カドミウム
	(％)

	鉛
	(％)

	シアン
	(％)

	ベンゼン
	(％)

	セレン
	(％)

	ふっ素
	(％)

	ほう素
	(％)

	１,４－ジオキサン
	(％)

	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ 
	(％)




· 取 扱 機 種 仕 様 書 記 入 要 領 ＊

· 取扱機種仕様書は、１機種につき１枚提出して下さい。

注１　耐用年数は、平均的な目安を記入して下さい。

注２　標準の分岐栓工事に要する費用（税抜）を記入して下さい。

注３　標準価格ではありません。納入予定価格（税抜）を記入して下さい。なお、令和７年度取扱業者のうち納入実績がある場合については、その納入価格（税抜）を記載して下さい。

注４　別表の基準値の５倍から10倍に調製した試験原水を用意し、その「試験原水の計量証明書等」と、その試験原水を取扱浄水器で浄化した後の「処理水の計量証明書等」の２通を添付して下さい。
なお、計量証明書等については以下を満たしていることが必要です。

1 濃度に係る計量証明事業の登録を受けている分析機関において試験を行うこと。
2 除去性能試験を行う際は、計量証明機関に浄水器を持ち込み、JIS S3201 家庭用浄水器試験方法に準じて行うこと。
3 令和７年度以前に本市の浄水器取扱業者に指定された者が、再度、同機種の指定を申請する場合は、当時の申請で試験していない項目については試験を行う必要があること。
4 計量証明書等については、計量証明事業登録番号が記載されており、分析機関の印が入っていること。
5 複数機種の申請を行う場合で、同一の逆浸透膜を使用する場合、計量証明書等は１部で可能とする。ただし、同一の逆浸透膜を使用していることが分かるカタログもしくは書類が必要です。

別表　
	項　　　　　　目
	基　　　準　　　値

	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
	10mg/L以下

	亜硝酸態窒素
	0.04mg/L以下

	六価クロム
	0.02mg/L以下

	砒素
	0.01mg/L以下

	ジクロロメタン
	0.02mg/L以下

	四塩化炭素
	0.002mg/L以下

	１,２－ジクロロエタン
	0.004mg/L以下

	１,１－ジクロロエチレン
	0.1mg/L以下

	シス－１,２－ジクロロエチレン及びトランス－１,２－ジクロロエチレン（１,２－ジクロロエチレン）
	0.04mg/L以下

	１,１,１－トリクロロエタン
	1mg/L以下

	１,１,２－トリクロロエタン
	0.006mg/L以下

	トリクロロエチレン
	0.01mg/L以下

	テトラクロロエチレン
	0.01mg/L以下

	１,３－ジクロロプロペン
	0.002mg/L以下

	水銀
	0.0005mg/L以下

	アルキル水銀
	検出されないこと。
（定量下限値：0.0005mg/L以下）

	ＰＣＢ
	検出されないこと。
（定量下限値：0.0005mg/L以下）

	塩化ビニルモノマー
	0.002mg/L以下

	チウラム
	0.006mg/L以下

	シマジン
	0.003mg/L以下

	チオベンカルブ
	0.02mg/L以下

	カドミウム
	0.003mg/L以下

	鉛
	0.01mg/L以下

	シアン
	0.01mg/L以下

	ベンゼン
	0.01mg/L以下

	セレン
	0.01mg/L以下

	ふっ素
	0.8mg/L以下

	ほう素
	1.0mg/L以下

	１,４－ジオキサン
	0.05mg/L以下

	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ
	50ng/L以下



